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１ 通年制保育園の設置目的等について 

 

通年制保育園は児童福祉法に基づく認可保育所に準じた施設として旭川市が独自に設置

し，管理運営については指定管理者制度を活用し，財団法人旭川保育協会が運営を行って

いる。 

当初，へき地保育所または季節保育所として開設したものが，街のドーナツ化現象や都

市化の進行による本市の急激な人口増加に伴い，増大する保育ニーズに応えるため，期間

開設（４月～１２月）から通年開設へと移行した施設である。 

通年制保育園は，保育所及び幼稚園の少ない地域において，地域住民の要望に応えるた

め認可保育所の対象児童である保育に欠ける児童のみならず，広く保育を求める児童を対

象として運営を行ってきた。 

平成２６年２月現在，１４施設でおおよそ１千人の受入児童数であり，昭和５０年代に

は１７施設で２千人を超える児童の保育を実施してきた頃と比すると受入児童数は減少し

ているが，本市の保育行政における大きな役割を果たしてきた。 

また，平成１６年度からは，一部施設で対象年齢を３歳から１歳，２歳に拡大し，平成

１７年度からは，閉園時刻を認可保育所と同じく午後６時までに延長するなど，認可保育

所の待機児童解消の役割の一端を担っている。 

 

[認可保育所との相違点] 

通年制保育園は，児童福祉施設最低基準に準拠した施設整備及び保育士の配置を行い，

保育を実施しているところであるが，次の点について認可保育所と異なった運営を行って

いる。 

・保育に欠ける児童だけでなく，保育に欠けない児童についても一体的に保育を行ってい

る。 

・認可保育所の保育料算定にあたっては前年分の所得税を基礎としているが，通年制保育

園については前年分の市民税により階層を定め，保育料を算定している。なお，保育料の

徴収は指定管理者が行い，利用料金制度により指定管理者の収入となっている。（※現在の

利用料については旭川市へき地・季節保育所条例及び旭川市通年制保育園条例の設定と同

一となっている。） 

・調理室の設備が無く，自園調理による給食提供を実施しておらず，外部搬入による給食

提供を概ね週２回程度提供している。（※平成２６年において全通年制保育園で給食提供を

実施。） 

 

 

 

 

 

 

○通年制保育園の基本情報 

・保育時間 午前８時から午後６時まで 

・休園日  日曜日，国民の祝日に関する法律に規定する休日 

       年末年始（12月 29日～1月 3日） 

・保育料  ０～２８，６００円（月額） 

・入園料  ５，０００円～１０，０００円（年額） 
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２ 旭川市通年制保育園等の状況について 

 

（１）入所児童数                        （各年 4月 1日現在） 

 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

定 員 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 

児 童 数 945 921 881 885 834 803 

 

※通年制保育園各園の入園者数            （各年４月１日現在） 

 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

東旭川 ４４ ４８ ５０ ５０ ４８ ４９ 

旭東 １１２ １０１ ８８ ９１ ９７ ８５ 

永山 ９１ ７３ ８０ ８０ ７３ ８６ 

春光 １０５ １１６ ９９ ８６ ７７ ６７ 

住吉 ５７ ５６ ５８ ６４ ５８ ５３ 

東鷹栖中央 ４９ ４５ ４３ ３９ ３３ ３０ 

神居 ４１ ３８ ３４ ３９ ２８ ２７ 

西神楽 ３５ ３１ ２７ ２５ ２７ ２７ 

千代田 ５８ ６０ ７６ ９４ ８６ ８２ 

小鳩 １１１ １１０ １１３ １１３ １０７ ９８ 

近文生活館 ５６ ５９ ５４ ６４ ５４ ６１ 

神居つくし ４３ ４２ ３７ ３４ ３０ ３１ 

秋月 ７２ ７０ ５９ ５８ ５６ ５７ 

緑が丘 ７１ ７２ ６３ ４８ ６０ ５０ 
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（２）平成２５年度各月末の入園児童数の推移 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

1歳 23 24 23 24 23 23 25 28 30 33 32 32 

2歳 120 124 125 135 142 142 149 154 157 163 167 170 

3歳 204 206 210 212 211 211 210 215 217 223 222 221 

4歳 227 227 227 229 229 229 229 231 231 238 236 236 

5歳 256 257 257 257 255 255 254 256 256 262 263 263 

合計 830 838 842 857 860 860 867 884 891 919 920 922 

 

 

 

 

 

（３）入園児童の内訳 

①平成 25年度の旭川保育協会からの報告より 

 （H25.4月末時点） 

 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

入園児童数 ２３ １２０ ２０４ ２２７ ２５６ ８３０ 

保育に欠ける児童数 ３ ５９ １０５ １３０ １５７ ４５４ 

割合 13.04% 49.17% 51.47% 57.27% 61.33% 54.70% 

（H26.3月末時点） 

 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

入園児童数 ３２ １７０ ２２１ ２３６ ２６３ ９２２ 

保育に欠ける児童数 ２４ １１４ １２８ １４２ １７５ ５８３ 

割合 68.75% 67.06% 57.92% 60.17% 66.54% 63.23% 
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 ②平成 24年度の旭川保育協会からの報告より 

 （H24.4月末時点） 

 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

入園児童数 ８ １４０ １９５ ２５２ ２９５ ８９０ 

保育に欠ける児童数 ６ ６９ ９９ １４２ １７７ ４９３ 

割合 75.00% 49.29% 50.77% 56.35% 60.00% 55.39% 

（H25.3月末時点） 

 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

入園児童数 １５ １８８ ２１０ ２５９ ３０２ ９７４ 

保育に欠ける児童数 ９ １２５ １２１ １５２ １８７ ５９４ 

割合 60.00% 66.49% 57.62% 58.69% 61.92% 60.99% 

 

（参考１）平成２２年度実施のアンケート結果より（H22.12.1現在） 

  ○保護者の就労状況 

    両親ともに就労している児童      ４６．９％ 

    両親のうち片方が就労している児童   ３２．２％ 

    保護者が就労していない児童       ７．７％ 

    就労している母子・父子世帯の児童   １２．７％ 

    その他の世帯児童            ０．５％ 

  ○保育に欠ける児童の割合 

    保育に欠ける児童           ４５．８％ 

    保育に欠けない児童          ５４．２％ 

    

（参考２）平成２５年度実施のアンケート結果より 

 ○保護者の就労状況 

    両親ともにフルタイム        ９．７％ 

    両親ともにパートタイム       ０．７％ 

両親がフルタイムとパートタイム  ３８．８％ 

    両親のうち片方が就労している   ３１．０％ 

    保護者が就労していない       ２．５％ 

    就労している母子・父子世帯    １６．２％ 

    その他の世帯            １．１％ 

      ※６５．４％が保育に欠ける児童の可能性がある。 
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⑤ 平成２５年４月時点の入園児童の居住地域 

 入園児童数 
半径３キロ 

圏外（注） 
割合 

東旭川 ４８人 ５人 １０．４２％ 

旭東 ９７人 ４人 ４．１２％ 

永山 ７３人 ７人 ９．５９％ 

春光 ７７人 ０人 ０．００％ 

住吉 ５８人 １人 １．７２％ 

東鷹栖中央 ３３人 ５人 １５．１５％ 

神居 ２８人 １人 ３．５７％ 

西神楽 ２７人 １人 ３．７０％ 

千代田 ８６人 ３人 ３．４９％ 

小鳩 １０７人 ５人 ４．６７％ 

近文生活館 ５４人 ６人 １１．１１％ 

神居つくし ３０人 １人 ３．３３％ 

秋月 ５６人 １人 １．７９％ 

緑が丘 ６０人 １人 １．６６％ 

合 計 ８３４人 ４１人 ４．９２％ 

 ※注 保育園を中心に入園児童の居住地が半径３キロ以内に無い児童数 

  

 （参考）平成２５年度実施のアンケートより 

  ○通年制保育園，へき地保育所，季節保育所を選んだ理由（回答数：605） 

   （２つまでの制限付き回答） 

  利用料が適当だったため           ２７．３％ 

  保育所の開所時間が適当だったため       ７．９％ 

  自宅からの距離が近かったため        ６８．３％ 

  職場からの距離が近かったため         ６．１％ 

  保育内容が良いため             １０．２％ 

  友人・知人が通っているため          ９．８％ 

  就学前に集団生活に慣れさせたいため     ３５．４％ 

  認可保育所に入所できなかったため      ２３．３％ 
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（４）通年制保育園（１４施設）の概要 

① 旭川市立東旭川保育園        旭川市東旭川南１条６丁目 

構  造       木造平屋建て 

敷地面積       １，７７９．８２㎡ 

延床面積       ３５６．４０㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 旭川市立旭東保育園         旭川市東光６条３丁目  

構  造        木造平屋建て 

敷地面積       １，３２１．８９㎡ 

延床面積       ３７５．１１㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

③ 旭川市立永山保育園          旭川市永山４条１９丁目 

構  造            木造平屋建て 

敷地面積             １，６２７．４０㎡ 

延床面積          ３９４．０２㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   昭和２７年５月  託児所開設。 

   昭和３０年４月  名称を東旭川季節保育所とする。 

   昭和３２年    東旭川村費により保育所新設。 

   昭和３６年    通年化とする。 

   昭和３８年    旭川市と東旭川町と合併。 

東旭川へき地保育所へ改称。 

   昭和４５年    東旭川保育園と改称。 

   昭和４９年    旭川市費による現園舎，新築移転。 

 

昭和２７年６月  千代田部落会館を貸与し，旭東季節保育所開設。 

   昭和３９年９月  へき地保育所として北海道より指定。 

   昭和３９年１２月 日赤福祉施設資金をもって現在地に新築。 

市立日赤旭東保育所に改称。 

昭和４０年４月  市立旭東保育園に改称。 

沿 革 

沿 革 

昭和２８年５月  永山村立永山保育所として設立。 

昭和２９年    町制施行。 

昭和３６年    旭川市と永山町合併により， 

市立永山季節保育所に改める。 

昭和３７年    市立永山へき地保育所に改める。 

昭和４３年    市立永山保育所に改める。 

昭和４５年    通年制保育園市立永山保育園に改称。 

昭和４７年    現園舎に改築。 

 

沿 革 
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④ 旭川市立春光保育園       旭川市春光５条８丁目 

構  造        木造平屋建て 

敷地面積        １，３５０．０８㎡ 

延床面積        ４２２．５２㎡ 

 

 

 

⑤ 旭川市立住吉保育園      旭川市住吉６条１丁目 

構  造          木造平屋建て 

敷地面積          １，１６１．５７㎡ 

延床面積          ４３０．００㎡ 

     

    

 

 

 

⑥ 旭川市立東鷹栖中央保育園   旭川市東鷹栖４条５丁目 

構  造          木造平屋建て 

敷地面積          １，４８７．５７㎡ 

延床面積          ２３２．３６㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 旭川市立神居保育園      旭川市神居３条６丁目 

構  造          木造平屋建て 

敷地面積          １，６０６．５７㎡ 

延床面積          ５２４．０７㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    昭和２８年９月  季節保育所として開設。 

    昭和４５年    通年制保育園 市立春光保育園へ改称。 

沿 革 

     昭和３０年７月  大町季節保育所として開設。 

     昭和４３年５月  旭川市住吉保育園と改称し，通年化を図る。 

     昭和５５年２月  現園舎，新築。 

沿 革 

昭和３０年４月  旭川市と神居村合併。 

    昭和３１年６月  神居小学校内に神居季節保育所として開設。 

    昭和３２年４月  神居３条６丁目に移設 

    昭和３６年４月  開所直前に新園舎火災により焼失。 

再建により同年９月に開設。 

    昭和３７年４月  へき地保育所として北海道より指定。 

    昭和４２年３月  へき地保育所指定解除。 

    昭和４３年４月  旭川市神居保育園に改称。 

    昭和５５年１月  新園舎新築。 

    昭和３１年５月  東鷹栖村中央季節保育所として， 

東鷹栖公民館内に開設。 

    昭和４６年３月  旭川市と東鷹栖村が合併。 

    昭和５１年１月  現地に移転新築。通年制保育園 

市立東鷹栖中央保育園として開設。 

 

沿 革 

沿 革 
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⑧ 旭川市立西神楽保育園     旭川市西神楽南２条２丁目 

構  造          木造平屋建て 

敷地面積          １，２３６．３６㎡ 

延床面積          ２６９．０５㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 旭川市立千代田保育園     旭川市東光８条８丁目 

構  造           木造平屋建て 

敷地面積          ７８５．４３㎡ 

延床面積          ３０４．７７㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ 旭川市立小鳩保育園      旭川市永山７条６丁目 

構  造          木造平屋建て 

敷地面積          １，２２７．２６㎡ 

延床面積          ２８５．９３㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和３１年９月  神楽町の依頼により法生寺の本堂を利用して 

季節保育園を開設。 

   昭和３７年１０月 神楽町費にて園舎を建築。 

みつば保育園に改称する。 

   昭和４０年１０月 神楽町費にて園舎を増築。 

   昭和４１年４月  西神楽保育園に改称する。 

   昭和４３年    旭川市と神楽町合併。 

   昭和４６年４月  通年制保育園となる。 

   昭和５２年１２月 元開発治水工事事務所へ改築移転。 

沿 革 

昭和３３年５月  旭川第３小学校の旧職員住宅で 

東旭川村立千代田季節保育所として開設。 

    昭和３７年    現有施設新築。 

    昭和３８年    旭川市と東旭川村の合併により， 

市立千代田へき地保育所に改める。 

    昭和４６年    通年制保育園 市立千代田保育園へ改称。 

沿 革 

     昭和３３年５月  地域会館を借り，季節保育所として開設 

     昭和４１年    現地へ新築移転。通年制保育園に改称 

沿 革 
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⑪ 旭川市立近文生活館保育園   旭川市錦町１４丁目 

構  造          補強コンクリートブロック造及び木造平屋建 

敷地面積          １，１６０．９４㎡ 

延床面積          ３８０．２２㎡ 

 

 

 

 

 

 

⑫ 旭川市立神居つくし保育園   旭川市神居４条１４丁目 

構  造          木造平屋建て 

敷地面積          １，００９．３２㎡ 

延床面積          ３０１．９８㎡ 

 

 

 

 

⑬ 旭川市立秋月保育園      旭川市秋月２条２丁目 

構  造          木造平屋建て 

敷地面積          １，４８０．００㎡ 

延床面積          ３１９．１４㎡ 

 

 

 

 

 

⑭ 旭川市立緑が丘保育園     旭川市緑が丘５条２丁目 

構  造          木造平屋建て 

敷地面積          １，９１４．７０㎡ 

延床面積          ３３４．５３㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      昭和４０年４月  市立近文生活館季節保育所として設立。 

      昭和４１年４月  市立近文生活館通年制保育所へ改称。 

      昭和４５年４月  市立近文生活館保育園と改称。 

沿 革 

  昭和４５年１２月 通年制保育園 市立神居つくし保育園として開設。 

沿 革 

   昭和４７年２月  市内１４番目の通年制保育園として開設。 

沿 革 

    昭和４７年４月   第４ブロック集会所を借り， 

緑が丘保育園として発足。 

    昭和４８年１２月  保育園舎新築。 

沿 革 
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（５）３歳未満児の受け入れ状況（施設数の推移） 

 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

２歳児からの受付 ５ ５ ５ ７ ９ １１ 

１歳児からの受付 ２ ２ ２ ２ ２ ３ 

 

（６）宅配方式による給食の実施状況（実施施設数） 

 H22 H23 H24 H25 H26 

実施施設数 ３ １１ １２ １３ １４ 

週２回実施 ― ９ １０ １１ １２ 

週３回実施 ― ２ ２ ２ ２ 

 

 （参考）平成２５年度実施のアンケートより 

  ○通年制保育園，へき地保育所，季節保育所の運営等についての改善点（回答数：597） 

   （２つまでの制限付き回答） 

利用料の減額             ３４．０％ 

   保育所の開所時間の延長        １５．４％ 

   保育所の開所期間の延長        １３．４％ 

   保育内容・職員の質の充実       １２．４％ 

   配食回数の増加            ４９．９％ 

   配食回数の減少             ０．２％ 

   施設設備の更新            ３８．２％ 

   特に改善を行うことはない       １７．６％ 

 

（７）管理・運営に係る委託料（指定管理料） 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 

416,880千円 411,430千円 410,595千円 420,416千円 420,248千円 427,482千円 

※へき地・季節保育所の運営費分を含む。 
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３ 市内の教育・保育等の状況 

（１）０～５歳児の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人）

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

16,171 15,756 15,666 15,554 15,227

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

幼稚園 3,217 3,091 3,160 3,172 3,083

　市内０～５歳児に占める割合 19.89% 19.62% 20.17% 20.39% 20.25%

認可保育所 4459 4519 4555 4649 4648

　市内０～５歳児に占める割合 27.57% 28.68% 29.08% 29.89% 30.52%

事業所内保育施設 310 337 307 323 310

　市内０～５歳児に占める割合 1.92% 2.14% 1.96% 2.08% 2.04%

私立認可外保育施設 691 695 747 706 716

　市内０～５歳児に占める割合 4.27% 4.41% 4.77% 4.54% 4.70%

通年制保育園 945 921 881 885 834

　市内０～５歳児に占める割合 5.84% 5.85% 5.62% 5.69% 5.48%

へき地保育所 34 32 31 34 40

　市内０～５歳児に占める割合 0.21% 0.20% 0.20% 0.22% 0.26%

季節保育所 108 95 94 85 75

　市内０～５歳児に占める割合 0.67% 0.60% 0.60% 0.55% 0.49%

認定こども園 17 27 29 36 34

　市内０～５歳児に占める割合 0.11% 0.17% 0.19% 0.23% 0.22%

その他 6,390 6,039 5,862 5,664 5,487

　市内０～５歳児に占める割合 39.52% 38.33% 37.42% 36.42% 36.03%

市内の０歳～５歳児数

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成21年 

平成22年 

平成23年 

平成24年 

平成25年 
幼稚園 

認可保育所 

事業所内保育施設 

私立認可外保育施設 

通年制保育園 

へき地保育所 

季節保育所 

認定こども園 

その他 

市内児童数については，各年３月末現在 

幼稚園の園児数については，各年５月１日現在 

それ以外の児童数は，各年４月１日現在 

 ※以下（７）まで同じ 
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（２）０歳児の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人）

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

2,549 2,493 2,504 2,478 2,377

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

幼稚園 0 0 0 0 0

　市内０歳児に占める割合 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

認可保育所 264 262 295 307 287

　市内０歳児に占める割合 10.36% 10.51% 11.78% 12.39% 12.07%

事業所内保育施設 33 23 11 14 18

　市内０歳児に占める割合 1.29% 0.92% 0.44% 0.56% 0.76%

私立認可外保育施設 32 41 42 37 32

　市内０歳児に占める割合 1.26% 1.64% 1.68% 1.49% 1.35%

通年制保育園 0 0 0 0 0

　市内０歳児に占める割合 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

へき地保育所 0 0 0 0 0

　市内０歳児に占める割合 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

季節保育所 0 0 0 0 0

　市内０歳児に占める割合 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

認定こども園 0 0 0 0 0

　市内０歳児に占める割合 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

その他 2,220 2,167 2,156 2,120 2,040

　市内０歳児に占める割合 87.09% 86.92% 86.10% 85.55% 85.82%

市内の０歳児数

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成21年 

平成22年 

平成23年 

平成24年 

平成25年 
幼稚園 

認可保育所 

事業所内保育施設 

私立認可外保育施設 

通年制保育園 

へき地保育所 

季節保育所 

認定こども園 

その他 
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（３）１歳児の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人）

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

2,602 2,562 2,556 2,523 2,520

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

幼稚園 0 0 0 0 0

　市内１歳児に占める割合 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

認可保育所 583 624 624 679 707

　市内１歳児に占める割合 22.41% 24.36% 24.41% 26.91% 28.06%

事業所内保育施設 73 67 64 62 80

　市内１歳児に占める割合 2.81% 2.62% 2.50% 2.46% 3.17%

私立認可外保育施設 103 88 127 99 132

　市内１歳児に占める割合 3.96% 3.43% 4.97% 3.92% 5.24%

通年制保育園 14 17 19 8 22

　市内１歳児に占める割合 0.54% 0.66% 0.74% 0.32% 0.87%

へき地保育所 0 1 0 0 3

　市内１歳児に占める割合 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.12%

季節保育所 0 0 0 0 4

　市内１歳児に占める割合 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.16%

認定こども園 6 13 11 17 14

　市内１歳児に占める割合 0.23% 0.51% 0.43% 0.67% 0.56%

その他 1,823 1,752 1,711 1,658 1,558

　市内１歳児に占める割合 70.06% 68.38% 66.94% 65.72% 61.83%

市内の１歳児数

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成21年 

平成22年 

平成23年 

平成24年 

平成25年 
幼稚園 

認可保育所 

事業所内保育施設 

私立認可外保育施設 

通年制保育園 

へき地保育所 

季節保育所 

認定こども園 

その他 
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（４）２歳児の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人）

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

2,776 2,586 2,599 2,550 2,536

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

幼稚園 6 7 24 10 11

　市内２歳児に占める割合 0.22% 0.27% 0.92% 0.39% 0.43%

認可保育所 784 775 790 784 825

　市内２歳児に占める割合 28.24% 29.97% 30.40% 30.75% 32.53%

事業所内保育施設 79 73 73 74 54

　市内２歳児に占める割合 2.85% 2.82% 2.81% 2.90% 2.13%

私立認可外保育施設 145 147 144 141 125

　市内２歳児に占める割合 5.22% 5.68% 5.54% 5.53% 4.93%

通年制保育園 130 119 118 139 121

　市内２歳児に占める割合 4.68% 4.60% 4.54% 5.45% 4.77%

へき地保育所 7 10 6 8 9

　市内２歳児に占める割合 0.25% 0.39% 0.23% 0.31% 0.35%

季節保育所 14 17 16 19 11

　市内２歳児に占める割合 0.50% 0.66% 0.62% 0.75% 0.43%

認定こども園 11 14 18 19 20

　市内２歳児に占める割合 0.40% 0.54% 0.69% 0.75% 0.79%

その他 1,600 1,424 1,410 1,356 1,360

　市内２歳児に占める割合 57.64% 55.07% 54.25% 53.18% 53.63%

市内の２歳児数

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成21年 

平成22年 

平成23年 

平成24年 

平成25年 
幼稚園 

認可保育所 

事業所内保育施設 

私立認可外保育施設 

通年制保育園 

へき地保育所 

季節保育所 

認定こども園 

その他 
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（５）３歳児の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人）

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

2,626 2,754 2,594 2,594 2,584

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

幼稚園 761 773 812 878 853

　市内３歳児に占める割合 28.98% 28.07% 31.30% 33.85% 33.01%

認可保育所 869 940 884 902 907

　市内３歳児に占める割合 33.09% 34.13% 34.08% 34.77% 35.10%

事業所内保育施設 53 64 59 61 54

　市内３歳児に占める割合 2.02% 2.32% 2.27% 2.35% 2.09%

私立認可外保育施設 136 167 154 144 158

　市内３歳児に占める割合 5.18% 6.06% 5.94% 5.55% 6.11%

通年制保育園 204 242 209 195 203

　市内３歳児に占める割合 7.77% 8.79% 8.06% 7.52% 7.86%

へき地保育所 15 4 13 4 9

　市内３歳児に占める割合 0.57% 0.15% 0.50% 0.15% 0.35%

季節保育所 24 24 30 23 18

　市内３歳児に占める割合 0.91% 0.87% 1.16% 0.89% 0.70%

認定こども園 0 0 0 0 0

　市内３歳児に占める割合 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

その他 564 540 433 387 382

　市内３歳児に占める割合 21.48% 19.61% 16.69% 14.92% 14.78%

市内の３歳児数

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成21年 

平成22年 

平成23年 

平成24年 

平成25年 
幼稚園 

認可保育所 

事業所内保育施設 

私立認可外保育施設 

通年制保育園 

へき地保育所 

季節保育所 

認定こども園 

その他 
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（６）４歳児の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人）

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

2,720 2,639 2,780 2,615 2,575

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

幼稚園 1,150 1,125 1,171 1,078 1,080

　市内４歳児に占める割合 42.28% 42.63% 42.12% 41.22% 41.94%

認可保育所 982 935 1,002 957 943

　市内４歳児に占める割合 36.10% 35.43% 36.04% 36.60% 36.62%

事業所内保育施設 41 62 57 62 49

　市内４歳児に占める割合 1.51% 2.35% 2.05% 2.37% 1.90%

私立認可外保育施設 132 131 154 149 138

　市内４歳児に占める割合 4.85% 4.96% 5.54% 5.70% 5.36%

通年制保育園 270 256 276 250 229

　市内４歳児に占める割合 9.93% 9.70% 9.93% 9.56% 8.89%

へき地保育所 5 10 5 15 7

　市内４歳児に占める割合 0.18% 0.38% 0.18% 0.57% 0.27%

季節保育所 24 28 22 26 19

　市内４歳児に占める割合 0.88% 1.06% 0.79% 0.99% 0.74%

認定こども園 0 0 0 0 0

　市内４歳児に占める割合 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

その他 116 92 93 78 110

　市内４歳児に占める割合 4.26% 3.49% 3.35% 2.98% 4.27%

市内の４歳児数

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成21年 

平成22年 

平成23年 

平成24年 

平成25年 
幼稚園 

認可保育所 

事業所内保育施設 

私立認可外保育施設 

通年制保育園 

へき地保育所 

季節保育所 

認定こども園 

その他 
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（７）５歳児の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人）

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

2,898 2,722 2,633 2,794 2,635

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

幼稚園 1,300 1,186 1,153 1,206 1,139

　市内５歳児に占める割合 44.86% 43.57% 43.79% 43.16% 43.23%

認可保育所 977 983 960 1,020 979

　市内５歳児に占める割合 33.71% 36.11% 36.46% 36.51% 37.15%

事業所内保育施設 31 48 43 50 55

　市内５歳児に占める割合 1.07% 1.76% 1.63% 1.79% 2.09%

私立認可外保育施設 143 121 126 136 132

　市内５歳児に占める割合 4.93% 4.45% 4.79% 4.87% 5.01%

通年制保育園 327 287 259 293 259

　市内５歳児に占める割合 11.28% 10.54% 9.84% 10.49% 9.83%

へき地保育所 7 7 7 7 12

　市内５歳児に占める割合 0.24% 0.26% 0.27% 0.25% 0.46%

季節保育所 46 26 26 17 23

　市内５歳児に占める割合 1.59% 0.96% 0.99% 0.61% 0.87%

認定こども園 0 0 0 0 0

　市内５歳児に占める割合 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

その他 67 64 59 65 36

　市内５歳児に占める割合 2.31% 2.35% 2.24% 2.33% 1.37%

市内の５歳児数

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成21年 

平成22年 

平成23年 

平成24年 

平成25年 
幼稚園 

認可保育所 

事業所内保育施設 

私立認可外保育施設 

通年制保育園 

へき地保育所 

季節保育所 

認定こども園 

その他 
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４ 旭川市通年制保育園の運営における課題について 

（１）施設の老朽化と児童の保育環境 

   市立認可外保育施設においては，昭和３０年代から昭和５０年代に建設や増改築がな

されたものが多く，他の認可保育所等と比較して老朽化が著しい状況にある。しかしな

がら，市立認可外保育施設の施設整備に係る補助制度等は無く，現状では児童の安全・

安心な保育環境を提供するため，必要に応じた部分改修や修繕等により施設の延命化を

図っているが，本市の財政状況から鑑みても抜本的な施設改修は困難な状況にある。 

   平成２５年度において市立認可外保育施設の老朽度調査（※社会福祉法人が設置する

児童福祉施設等の老朽化に伴う改築整備において，老朽化が著しく火災等の災害の発生

の危険性が大きいものなど利用者の防災対策上，万全を期し難いものについて，利用者

の安全性の確保するため，整備における優先度及び医療福祉機構からの借入金に係る無

利子措置の適用を受けることが出来る指針）を建築士によって実施した中では，構造が

木造の場合５，５００点以下の指針値に対し，４，３００点から６，２００点となって

いる。（非木造は，増築部分）  

 

建設年 木造の老朽度 非木造の現存率

経過年数 補正後老朽度 補正後現存率

昭和49年 5,888
39年経過 5,299
昭和39年 5,667
49年経過 5,100
昭和47年 6,845
41年経過 6,161
昭和28年 5,083

60年以上経過 4,321
昭和54年 5,667
34年経過 5,100
昭和50年 5,989
38年経過 5,390
昭和54年 5,216
34年経過 4,694
昭和52年 5,796
36年経過 4,927
昭和37年 5,796
51年経過 4,927
昭和41年 5,796
47年経過 5,506
昭和39年 5,603 90.1
49年経過 4,763 76.6
昭和45年 5,989
43年経過 5,690
昭和46年 5,796
42年経過 5,216
昭和48年 5,796
40年経過 5,216

※春光保育園については，昭和２８年以前に建設（新築図面等の資料なし）

　本表は、老朽度調査表において数値化された老朽度・現存率について、

施設固有の損耗部位・程度・危険性等を加味し反映させることを目的に、

重要性・緊急性・耐久性劣化の３項目に、それぞれ調査者の主観による

A～Dの評価を与えて総合判定係数を定め、補正を試みたものである。

秋月保育園

緑が丘保育園

千代田保育園

神居つくし保育園

西神楽保育園

小鳩保育園

旭川市通年制保育園の各施設老朽度一覧

永山保育園

旭東保育園

施　設　名　称

近文生活館保育園

住吉保育園

神居保育園

東旭川保育園

春光保育園

東鷹栖中央保育園
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（２）公立認可外保育施設としての在り方 

公立認可外保育施設の施設及び設備が老朽化して本市の財政的にも改修がままならな

い中，認可保育所の待機児童数が生じている一方で通園児童数も微減の傾向にある。 

旭川市行財政改革推進プログラム（三訂版）では，限られた経営資源の中で効果的か

つ効率的な市政の一層の推進を図り，将来に負担を先送りすることのない安定的な財政

運営を確立することを目的に「児童福祉施設等の見直し」の中で，通年制保育園につい

ては，「指定管理者の公募や民間事業者への移譲等，今後の在り方を検討し，見直しを行

う。」こととしている。 

他の中核市においては，本市のように通年化の運営はしておらず，また，まちなかに

公立認可外保育施設を設置している中核市はない。 

本市で平成２５年度に実施した市町村事業計画策定のための認可外保育施設を利用し

ている保護者へのニーズ調査においては，現状の公立認可外保育施設を利用している理

由として，「集団生活に慣れさせるため」，「自宅や職場から通いやすいため」といった意

見が多く挙げられ，また，改善点として，「給食の提供回数を増やしてもらいたい」，「施

設の老朽化」についての意見が多く出されている。 

この中で公立認可外保育施設について，平成２７年度より本格施行となる子ども・子

育て支援新制度への移行に伴い，教育・保育の量と質の確保の観点から国が推進してい

る認定こども園化を進める場合についての意見としては，「保育料の負担が変わらないの

であれば通所させたい」，「施設が新しくなるのであれば通わせたい」との意見も多く挙

げられたところである。 

このことから，まちなかの通年制保育園については，他に認可保育所及び幼稚園，私

立認可外保育施設が設置されている中で行政として公立認可外保育施設を運営すること

について検討が必要である。 

 

（３）指定管理者による運営 

    現在の指定管理者である旭川保育協会は法人格として一般財団法人であり，ある意味

企業と同じように類される。旭川保育協会の設立経過等があり，旭川市通年制保育園条

例及び旭川市へき地保育所及び季節保育所条例において，公募することなく，特定のも

のを指定管理者に指定する規定がなされ，旭川保育協会が運営することに一定の理解が

得られているが，現在において，指定管理の在り方が問われている。 

     

  

（４）公立認可外保育施設の運営に係る財源について 

  公立認可外保育施設のうち，へき地保育所及び季節保育所については，待機児童対策

や地域子育て支援等による「安心こども基金」の支援メニュー「へき地保育事業」で人

数要件を満たす保育所に対して補助金を受けられる扱いとなっているが，通年制保育園

については，普通交付税社会福祉費での補正係数である公立保育施設入所人数の中で算

定が行われている。 
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（５）子ども・子育て支援新制度について 

   平成２７年度において本格施行となる子ども・子育て支援新制度は，「質の高い幼児期

の学校教育・保育の総合的な提供」や「保育の量的拡大・確保」，「地域の子ども・子育

て支援の充実」を目的に，子どもを産み，育てやすい社会の実現を目指した取り組みで

ある。 

この新制度においては，幼稚園や保育所など，一定の基準を満たした施設に「施設型

給付」を，また，基準を満たした２０人未満の保育事業に主に０歳～２歳児を受け入れ

る「地域型保育給付」を行い，義務的経費の中で，幼児期における教育・保育の質と量

を確保することを目的としている。 

   この中で認可外保育施設については，受入児童数が２０人以上の場合は，認可保育所

や認定こども園などに移行し，２０人未満の場合は，主に３歳未満児を対象とする小規

模保育事業などの移行により，公的給付を受けることが可能となる。 

 

 


